別添
特別養護老人ホーム設置認可申請書・指定介護老人福祉施設指定申請書
必要書類作成上の注意

　１．認可申請書・指定申請書（付表１４を含む）
　　　①　申請者は法人理事長である。（施設長ではありません。）
従って、申請者の住所は法人の住所であり、施設の住所ではない。

　　　②　施設の所在地は正式な住居表示であること。
　　　③　指定申請書に係る諸書類に記載されている留意事項を参照の上、必要事項を記載すること。
　　　④　併設する短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護や、通所介護等の居宅サービス事業所の指定に係る手続きについては、大阪府福祉部高齢介護室介護事業者課居宅グループへの申請が必要となること。
　　　　　なお、平成23 年10 月から池田市、茨木市、箕面市、豊能町及び能勢町、平成24 年１月から、富田林市、河内長野市、柏原市、大阪狭山市、太子町、河南町及び千早赤阪村に、介護保険法に基づく居宅サービス事業者の指定・指導等の事務が移譲されていますので、当該市における特別養護老人ホームに併設する短期入所生活介護や介護予防短期入所生活介護を開設する場合は、大阪府ではなく当該市へ指定の手続きが必要となること。
　　　　※申請が遅れると特別養護老人ホームの開設時期より遅れる可能性があるので余裕をもって確認

　　　　　すること。
　２．介護報酬算定に係る体制等に関する届出
　　　①　届出するサービスの全ての項目において、該当する番号に○を付すこと。

　　　②　併設する短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護に係る当該届出については、介護老人福祉施設と併せて人員や施設の基準を確認するため、大阪府福祉部高齢介護室介護事業者課施設指導グループに届出ること。
　　　　　なお、上記権限移譲市町村に係る短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護については、参考のため添付すること。
③　一部ユニット型の施設にあっては、施設等の区分が異なるので、必ず別様に作成すること。

④　加算については、別途書類が必要な場合があるので、その加算に対応した書類を添付すること。
　（例：栄養マネジメント、看護体制加算、看取り介護体制、など）

　３．従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表

　　　①　全ての職員について記載し、当該施設及び併設の短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護以外の併設居宅サービスと兼務する場合には、その兼務先の勤務時間は除いて作成すること。

　　　②　２の職種を兼務する場合（例：看護職員が機能訓練指導員・介護支援専門員が生活相談員）においては、職種別に記載すること。

　　　③　ユニット型の施設にあっては、ユニットごとの介護職員又は看護職員の勤務体制について、次のとおり基準が定められているので注意すること。なお、以下の基準を満たしていることが確認できるよう、勤務表は１ユニット単位で作成すること。（２つのユニットや同じフロアーのユニットをひとつにまとめたりしないこと。）

　　　　・１ユニットごとに、日中は常時１名以上（休憩時間等で不在となる時間がないこと）

　　　　・２ユニットごとに、夜間は１名以上

　　　　・ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置（当面は各施設にユニットケアリーダー研修受講者２名以上とケア責任者を配置（なお、ユニットリーダーについて必要とされる研修受講者の数には、当面は、ユニットリーダー以外の研修受講者であって、研修を受講していないユニットリーダーに対して研修で得た知識等を伝達するとともに、ユニットケアに関して指導及び助言を行えるものを含めて差し支えありません））
　４．施設位置図　

　　　①　最寄駅もしくは幹線道路と施設の位置関係がわかるもので、鮮明な地図であること。
　　　　　※２種類作成すること（広域なものと施設の接道関係が分かる詳細なもの）
　　　　　コピーを繰り返したものは不鮮明で見えないので注意すること。
　　　②　最寄り駅及び施設にはマーカーで印を付けること。
　５．法人認可書

　　　①　法人による原本照合が必要です。
　６．法人定款

　　　①　定款変更がある場合は新旧２種の定款が必要です。
　　　　　　新定款がまだ認可されていない場合は（案）という形で提出していただきますが、当該施設が定款上に位置づけられていない場合にあっては、認可及び指定ができないので、定款変更の手続きを速やかに行うこと。
　　　②　法人事務所の住所は法人登記簿謄本の主たる事務所となっていること。
　　　③　法人役員と施設職員を兼ねる場合は、理事総数の１／３を超えないこと。

　　　　　ただし、施設長は法人理事に入ることが必要です。
　７．法人登記簿謄本　

　　　①　当該施設のために土地を法人に寄附したり、法人が新たに土地を購入している場合は、土地　　　　　を法人の基本財産として登記を終えていること。　

　　　②　法人の資産の総額の登記は毎年度末に必ずしておくこと。申請時の前年度末の登記が未了の場合は至急済ませておくこと。
　８．誓約書

　　　①　理事長、法人役員及び管理者が、介護保険法第８６条第２項各号に掲げる事項に該当する場合は指定ができない。
　９．財産目録　

　　　①　法人による原本照合が必要です。
　　　②　申請時の前年度末の財産が法人登記簿と合致していること。　

１０．建物検査済証

　　　①　法人による原本照合が必要です。
　　　②　建物検査済証の日付は認可申請書の日付より以前であること。
　　　③　延べ床面積については、建物検査済証、建物所有権保存登記誓約書、室別面積表の合計が一致するはずです。もし、差がある場合はその理由書を提出すること。
１１．消防用設備等検査済証　

　　　①　法人による原本照合が必要です。

　　　②　１０の②及び③と同じ。
１２．土地登記簿謄本・建物登記簿謄本　　　　　　　　　　　　　　

　　　①　建物登記が未了の場合は建物所有権保存登記誓約書を提出すること。
１３．地籍図

　　　①　鮮明なものであること。
　　　②　該当する地番にはマーカーを記すこと。
１４．建物平面図、立面図　　

　　　①　鮮明なものであること。
　　　②　Ａ３サイズのものはＡ４サイズに折り畳んでください。初めからＡ４サイズに縮小することにより、文字等が小さくて読めないことがありますので注意すること。
　　　③　平面図に記載されている室名と実際の施設内の表示（サイン）が一致しているか確認すること。
１５．室別面積表

　　　①　各階ごと・種類別の数、面積がわかること。
　　　②　平面図と当該面積表に記載されている室名が一致しているか確認すること。
　　　③　居室や食堂などの内法面積で基準を満たす必要のある部分については、必ず壁芯面積と内法面積の両方を記載すること。

１６．施設基本運営方針　

　　　①　施設を運営していくうえでの基本理念を明記すること。
１７．開所年度事業計画書
　　　①　理念的なものだけでなく、具体的な日課や行事予定も入れること。
１８．施設会計予算書

　　　①　会計は各サービス（通所介護、短期入所生活介護、訪問介護等）等で独立していること。
　　　　　「社会福祉法人会計基準の制定について(会計基準)」（平成12年2月17日社援第310号）

　　　　　「指定介護老人福祉施設等会計処理等取扱指導指針(指導指針)」(平成12年3月10日老計第8号)
「指導指針」、「会計基準」のいずれの方式を採用したか注記すること。

　　　②　複数施設がある場合は他施設の分も参考資料として添付すること。
③　初年度の日付は施設が実際に認可されてから以降翌年３月３１日まで　　　　　　　　　

　　　　　　４月１日開所の場合：平成２３年４月１日～２４年３月３１日

　　　　　　７月１日開所の場合：平成２３年７月１日～２４年３月３１日

　　　　　＊施設が立ち上がるまでに職員を雇用している場合は法人本部から給料を払うことになる。
１９．就業規則

　　　①　労働基準監督署へ届け出済のもの（受付印のあるもの）を提出すること。
　　　　※労基署への届出に伴う受付が開設後になる場合は、提出予定の案を一旦提出し、後日受付印の
あるものと差し替えること。

　　　②　試用期間は３～６か月以内とすること。　

　　　③　定年の規定と職員名簿の年齢に矛盾がないこと。
　　　④　就労時間は、平成９年４月から１週間４０時間以内であることが義務付けられている。
（罰則有り）

　　　　　（ただし職員が９名以下の事業所については現在のところ適用外）

　　　⑤　服務等における「機密保持」には、退職後も機密を漏らさないことを盛り込むこと。

⑥　「育児休業及び育児短時間勤務に関する規則」「介護休業及び介護短時間勤務に関する規則」を定めること。
　　　⑦　施行日は認可日以降とする。（就業規則が法人の規定である場合は法人の認可日以降）

　　　⑧　労働基準法第２４条（賃金の一部を控除した支払）

第３６条（時間外及び休日の労働）

　　　　　　　　　　第４１条（労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用除外）

　　　　　の届け出をすること。（施設開所後でもよい）

２０.　給与規程・旅費規程
　　　①　給与、手当等は規程により定めること。（理事長がその都度決めるというのはできない。）
その他各種規程がある場合は必ず添付すること。
　　　②　施行日は認可日以降とすること。（法人の規程である場合は法人の認可日以降）

２１．経理規程
　　　①　施行日は認可日以降とすること。（法人の規程である場合は法人の認可日以降）

　　　　
２２．運営規程　

　　　①　「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する基準（平成15年3月14日厚生労働省令第30号）」第２３条(運営規程)に定める内容を含んでいること。

　　　　　　・ユニット型においては、第４６条参照すること。

　　　　　　・一部ユニット型においては、第５８条参照すること。

　　　②　食費・居住費の設定に係るチェックシート及び計算書を提出願います。

　　　③　施行日は指定日以降とすること。
④　併設の指定短期入所生活介護及び指定介護予防短期入所生活介護についても別に定めることが必要です。

２３．重要事項説明書

　　　①　運営規程の概要、従業者の勤務体制、協力病院（歯科）、利用料、事故発生時の対応及び苦情処理体制の概要、高齢者虐待防止に関する事項、その他サービスの選択に役立つと認められることを記載すること。

　　　②　苦情の窓口に市町村担当部署、大阪府国民健康保険団体連合会（０６－６９４９－５４１８）、大阪府福祉部高齢介護室介護事業者課施設指導グループの電話番号（０６－６９４４－７２０３）を記載すること。
２４．利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

　　　①　施設における窓口・担当者を明確に位置付けた上で、その内容を記載すること。
　　　②　２３の②と同様の内容を記載すること。

２５．協力病院及び協力歯科医療機関との契約書又は覚書

　　　①　契約書又は覚書には、法人による原本照合が必要です。

　　　②　協力病院の診療科名、施設と協力病院等との位置関係が分かる書類を添付すること。（パンフレットや病院の概要等）

２６．職員名簿

　　　①　職名・氏名・年齢・資格等を記載した名簿を作成すること。
　　　②　併設事業所が有る場合は、事業所ごとに区別して全事業所分を提出すること。
　　　　　（特養・通所介護・訪問介護・居宅支援事業所等）

　　　③　併設の短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護がある場合は、特養に加えた職員配置が必要となる。
　　　④　併設事業所と兼務している職員は備考欄にその旨を記載すること。
　　　⑤　特別養護老人ホームでは夜勤者とは別に夜間宿直者を必ず配置すること。
２７．職員の履歴書　　　　　　　

　　　①　法人による原本照合が必要です。
②　当該施設の主な職員分（管理者、生活相談員、栄養士、機能訓練指導員、介護支援専門員、主任看護職員、主任介護職員、ユニットリーダー（ケア責任者を含む）、事務長など）について提出すること。（通所介護、訪問介護等併設事業所の職員については不要です。）
　　　③　当該施設の組織図を提出すること。（②の主な職員の確認）

　　　④　２６の職員名簿の順に綴じること。
　　　⑤　履歴書の作成日を必ず記入すること。
なお、同法人内での異動に伴い、当該施設の職員となり、履歴書が著しく古い場合には、再度履歴書を提出させるか、異動したことが分かる書類（辞令や、法人理事長名での理由書など）を提出すること。
２８．要資格職員の資格証明

　　　①　管理者や生活相談員など要資格職員については、資格の有無を証する書類のコピーを添付すること。（法人による原本照合が必要です。）
　　　②　当該施設の職員分について提出すること。（通所介護、訪問介護等併設事業所の職員については不要）
　　　③　生活相談員が社会福祉主事任用資格を有する場合は証明書が必要です。証明書がない場合は単位取得証明が必要です。
　　　④　介護職員については、特段資格を要する必要がないので、介護福祉士やヘルパー２級等の資格証明は不要です。
　　　⑤　介護支援専門員については、有効期間が確認できる介護支援専門員証のコピーを提出すること。

　　　⑥　必ず、２６の職員名簿の順に綴じること。
２９．市町村長の意見書　　　　　　　　

　　　①　老人福祉法施行規則第３条２項３号による知事あての意見書であること。
　　　②　当該施設の設置、運営に関しては市も協力をするという意味の内容であること。
３０．診療所開設許可証（法人による原本照合が必要）

　　　開設許可申請はしているが許可証がまだ出ていない場合については、開設許可申請書の１ページ目に保健所の受付印のあるものをコピーして提出しておき、許可証が出てから差し替えること。

なお、開設までに許可証が出ない場合には、認可・指定ができないので、事前に関係機関と十分な調整を図ること。
３１．施設パンフレット
①　印刷する前に当課でチェックを受けること。過大な広告は社会福祉法で禁止されているので、内容には十分注意すること。
３２．その他　
①　給食が委託の場合には、以下の項目が記載された給食業務委託契約書であるか確認をして契約すること。
ア）委託する業務の内容（どこからどこまでが業者の仕事であるか）

イ）施設の利用者数に対して必要な職員を配置すること。
ウ）検便の実施責任とその費用負担はどちらかを明記すること。
エ）なんらかの理由により、業務遂行ができない時の代行補償先を明記すること。
オ）給食会議の開催
